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2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、製鉄、化学工業等の脱炭素化が困難な
分野における二酸化炭素排出削減には、水素エネルギーの利活用が不可欠とされる。高温

ガス炉は優れた安全性を有し、二酸化炭素を排出することなく高温熱を供給可能である

ことから、安定的に大量の水素を製造することが期待され、「GX実現に向けた基本方針」
（2023年 2月 10日閣議決定）の参考資料に 2030年代の運転開始を目標とする高温ガス
炉実証炉開発工程が示されるとともに、経済産業省の革新炉ワーキンググループは実証

炉建設に向けた技術ロードマップを定めた。一方、英国政府は、温室効果ガス排出ネット・

ゼロ達成に向け、2022年 9月から 2030年代初期運転開始とする高温ガス炉実証炉プロ
グラムを開始した。このような背景を踏まえ、高温ガス炉技術の早期の社会実装を目指し、

日本原子力研究開発機構（JAEA）は英国国立原子力研究所（UKNNL）と連携して、英
国において我が国の高温ガス炉技術の実証を進め、我が国の高温ガス炉実証炉開発への

還元を目指す。本資料は、英国高温ガス炉実証炉（UKJ-HTR）の設計検討に資すること
を目的として、英国における高温ガス炉生産物の市場調査、建設サイト候補である

Hartlepoolの環境、社会条件及び産業基盤の調査結果をまとめた。 
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High Temperature Gas-cooled Reactors (HTGRs) have excellent safety features and can 
supply high-temperature heat without emitting carbon dioxide, and therefore are 
expected to stably produce large amounts of hydrogen to contribute carbon neutrality by 
2050. The pertinent material for the "Basic Policy for GX Realization" shows the 
development process for the HTGR demonstrator with the goal of starting operation in 
the 2030s. Meanwhile, to achieve net-zero, the UK government has started the Advanced 
Module Reactor (AMR) Research, development and demonstration (RD&D) programme 
with the aim of starting operations of the HTGR demonstrator in the early 2030s. 
Against this background, with the aim of early deployment of HTGR technology, Japan 
Atomic Energy Agency (JAEA), in collaboration with the United Kingdom National 
Nuclear Laboratory (UKNNL), aims to demonstrate Japanese HTGR technology outside 
Japan and reflect the development of HTGR demonstrator in the UK to Japan. This 
document summarizes the results of a market survey of HTGR products and surveys of 
industrial infrastructure in the UK, the environment and social conditions of Hartlepool, 
a candidate construction site, with the aim of contributing to the design study of the 
HTGR demonstrator in the UK (UKJ-HTR). 
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1. はじめに 
 

2050年カーボンニュートラルの実現には、製鉄、化学工業等の脱炭素化の困難な分野におけ
る二酸化炭素排出削減が必要である。そのため水素エネルギーの利活用が期待され、世界各国

で二酸化炭素を排出しないカーボンフリー水素が着目される。高温ガス炉は安全性に優れると

ともに二酸化炭素を排出することなく高温熱供給が可能であり、安定的に大量、かつ、安価な

カーボンフリー水素を製造することが期待される。 
このような背景を踏まえ、我が国の「エネルギー基本計画」（2025年 2月閣議決定）1)では、

高温ガス炉の高温熱源を活用した水素製造技術の開発に取り組む方針が明記された。また、

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021 年 6 月策定）2)や「GX 実現
に向けた基本方針」（2023年 2月 10日閣議決定）3)では、HTTR（高温工学試験研究炉）を用
いた水素製造技術の実証や 2030 年代の運転開始を目標とする高温ガス炉実証炉開発工程が示
された。さらに、経済産業省の革新炉ワーキンググループにより実証炉建設に向けた技術ロー

ドマップが示された。 
一方、英国では温室効果ガス排出量の削減に向けネット・ゼロ目標 4)を制定した。英国諮問

機関（NIRAB）は、英国政府に 2030 年から 2035 年の間に先進モジュール炉の実証炉を実現
すべきであり、高温ガス炉を基準として、適切な候補選定を可能な限り早期に完了させる必要

があると提言した 5)。また、英国政府は、2030年代初頭までに高温ガス炉技術を実証すること
を目指す「AMR RD&Dプログラム（Advanced Modular Reactor Research, Development and 
Demonstration Programme）」6)を開始した。 
これらの国の方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）は、高温ガ

ス炉技術分野において連携関係にある英国国立原子力研究所（UKNNL）と、AMR RD＆Dプ
ログラムの下で、英国において我が国の高温ガス炉技術の実証を進め、我が国の高温ガス炉実

証炉開発への還元を目指す 7),8)。 
本資料では、英国高温ガス炉実証炉（UKJ-HTR）の設計検討に資することを目的として、英

国における高温ガス炉生産物の市場調査、高温ガス炉の建設サイト候補である Hartlepool に
おける環境、社会条件、産業基盤の調査を行った。 
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2.  高温ガス炉生産物の市場調査 
 
本調査では、英国高温ガス炉実証炉開発に 900℃を超える高温熱供給が可能な我が国の高温

ガス炉技術の特長を最大限活用する観点から、英国全体及び英国高温ガス炉実証炉の建設候補

地である Hartlepoolに近接した Teessideにおける水素の市場を調査した。Teessideは工業の
盛んな都市地域であり、Hartlepoolに高温ガス炉実証炉を建設した場合の水素、高温熱及び電
力の供給先の候補地である。 
 
2.1 英国水素需要予測 

2019年、英国政府は、2050年までに英国における温室効果ガス排出量を 1990年比で 100％
削減するネット・ゼロ目標 4)を制定した。現在の英国政府のエネルギー政策は、このネット・

ゼロ目標に基づき実施されてきた。 
英国政府は英国をクリーンエネルギー超大国にする計画 9)を提示し、多様な低炭素エネルギ

ーシステムの構築が計画の達成に不可欠であるとした。 
英国政府はネット・ゼロ目標に基づく AMR RD&D プログラムにて、2030 年代初頭までに

高温ガス炉技術を実証し、高温ガス炉により供給可能な高温熱を使用した低炭素水素製造や電

力供給等を目指す 10)。AMR RD&Dプログラムのフェーズ Aでは、事前概念検討として、4つ
の研究開発チーム（EDF-energy社、UKNNL-JAEA、U-Battery Developments Limited、USNC 
UK）による原子炉と燃料の分野に関する研究開発に合計 250 万ポンド（約 5 億円）が提供さ
れ、2022年 9月から 2023年 2月にかけて行われた。さらに、フェーズ Bでは、UKNNL-JAEA
が提案する英国高温ガス炉実証炉（UKJ-HTR）の設計（1,500万ポンド（約 30億円））と USNC 
UKによる MMR の設計（2,250万ポンド（約 45億 3,000 万円））に加えて、英国被覆粒子燃
料プログラムステップ 1（the UK Coated Particle Fuel Programme - Step 1）による被覆粒子
燃料の開発（1,600万ポンド（約 32億円））を 2023年 7月から開始した。 
また、英国政府は水素割当ラウンド（Hydrogen Allocation Rounds）11)により水素製造計画

を支援するなど、炭素回収、利用、貯蔵産業の立ち上げ支援に 217億ポンド（約 4兆 3,700億
円（2025年 11月 19日の外国為替相場により、1ポンド＝201.19円で換算した。以下同じ。））
の資金があることを発表した 12)。 

2024 年 12 月に発表された最新の水素戦略 12)では分野ごとの水素利用の予測と方針が示さ

れた。水素利用の分野は、電力、産業、輸送、建設機械等のオフロード機械、既存の燃料ガス

への水素の混合及び建物暖房に分類した。また、2025 年 7 月に発表された水素市場の最新情
報（Hydrogen Update to the Market）13)では、2024年 12月以降の水素戦略の進捗が報告さ
れた。 

 
➢ 電力（水素発電） 
「クリーンパワー2030アクションプラン（Clean Power 2030 Action Plan）」14)が発表され、

当該プランにて、2030 年までにおよそ 40GW の出力調整可能な発電が可能になり、その内の
2～7GWは水素発電を含む低炭素エネルギーによる発電方法であると推定された。また、水素
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発電への投資のリスクを低減するため、水素発電ビジネスモデルの導入を 2026 年に開始する
こととした。水素発電ビジネスモデルの詳細設計に関する市場協議は 2025 年後半に開始する
予定である。 

 
➢ 産業 
英国政府は、水素は電化が困難またはコストがかかる産業プロセスの脱炭素化の主要な選択

肢となる可能性が高いとして、産業エネルギー変革基金 15)、地域産業脱炭素化計画コンペティ

ション 16)等によって支援を進めてきた。産業エネルギー変革基金は、エネルギー消費量の多い

産業施設等の水素燃料転換を含む将来的な低炭素化への移行を支援するために 4億 2,000万ポ
ンド（約 840億円）を提供した。また、地域産業脱炭素化計画コンペティションは、地域クラ
スターの脱炭素化計画策定の支援を目的として 600 万ポンド（約 12 億円）を提供することと
した。 

 
➢ 輸送 
輸送分野での水素の利用として海事、航空、陸上輸送が示された。海事では、クリーン海運

実証コンテスト（clean maritime demonstration competition）17)により、水素及び水素由来

燃料に重点を置くプロジェクトに 1億 2,900万ポンド（約 260億円）の資金が提供されること
となった。航空では、再生可能輸送燃料の供給量の増加が義務化 18),19)され、2025 年以降、英
国から離陸する航空機のジェット燃料の 2%を持続可能な供給源から調達し、2030 年までに
10%、2040年までには 22%に増加することが定められた。陸上運輸では、水素対応旅客列車の
導入など、鉄道の脱炭素化や有害な排出物の削減を支援するプロジェクトに 1,250万ポンド（約
25億 1,000万円）が割り当てられた。 

 
➢ オフロード機械 
オフロード機械は、建設機械や農業機械など、エンジンを有する移動機械、可搬型機器、車

両のうち、道路での貨物や乗客の輸送が目的でないものを指す。 
英国政府は、オフロード機械の脱炭素化のため、燃料電池または内燃機関での水素の使用を

支援してきた。オフロード機械の脱炭素化に関する情報を取りまとめた文書を公開し 20)、また、

オフロード機械の脱炭素化戦略を今後発表することとした。水素駆動のオフロード機械の公道

使用も許可された。 
 

➢ 既存の燃料ガスへの水素の混合及び建物暖房 
既存の燃料ガス（天然ガス）輸送システムへの水素の混合は、天然ガスの消費量の削減が可

能である。この政策は、利害関係者との協議の後、2025年内に実施可否を決定する予定である。
利害関係者との協議では、既存のガス送電網に 2％の水素を混合する方針で検討を進めること
とした 21)。 

建物暖房は、2025年内に暖房脱炭素化戦略における水素の役割の協議を行う予定であり、可
能な限り早期に家庭用脱炭素化に関する戦略を提示する予定である。 
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2.2 Teesside水素需要予測 

Teessideにおける産業クラスター（日本のコンビナートに相当）は、Middlesbrough、Redcar 
& Cleveland、Stockton、Darlington、Hartlepool の 5 つの自治体を中心に形成され、Tees 
Valley連合自治体の地域と密接に関連する。主な産業は、化学・加工、鉄鋼、バイオ燃料、製
薬、石油・ガス（輸入・加工）、鉱業、風力、原子力、廃棄物エネルギーである。この産業クラ

スターでは年間 350～450 万トンの二酸化炭素が排出されることに対し、脱炭素化に取り組ん
できた 22)。「ネット・ゼロ・Teesside（Net Zero Teesside）」23)プロジェクトは CCUSの導入を
通じて事業の脱炭素化を目指す、産業、電力、水素事業の集合体であり、Northern Endurance 
Partnership により年間最大 400万トンの二酸化炭素を北海の海底約 1,000m下に輸送し、恒
久的に貯留する計画がある 24)。Teesside におけるエンドユーザー候補の調査結果を Table 
2.125)~34)に示す。 

Teessideクラスターでは原子力発電所を活用する計画があり、英国政府が高温ガス炉の実
証炉開発を支援する AMR RD&Dプログラムのフェーズ Aにおいて、EDF-energy社による
高温ガス炉実証炉を Hartlepoolに誘致する提案が DESNZ（Department for Energy 
Security & Net Zero、英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省）から支援対象として選定さ
れた 35)。Hartlepoolは原子力の歴史が長く、既存の改良型ガス冷却炉（AGR）の原子力発電
所周辺に十分なスペースがあり、熱エネルギーのエンドユーザーである重工業が近辺にある。

このため、高温ガス炉の実証炉や後続の商業用ユニットの候補地として理想的な場所である。

高温ガス炉の実証炉の誘致や蒸気、熱の産業への活用に係るこのプロジェクトは、

「Hartlepool・ヒート・ハブ（Hartlepool Heat Hub）」36)と呼ばれる。  

- 4 -

JAEA-Technology 2026-001



 

3.  環境影響分析 
 
3.1 建設サイト候補の位置情報 
高温ガス炉の導入検討を進める英国では、現在、高温ガス炉実証炉のサイトとして、England

北部、North Yorkshire州の Hartlepool南部に位置する英国 EDF-energy社の Hartlepool発
電所 36)に隣接する敷地が候補である。Hartlepoolの南に位置する Tees川の河口には Teesport
と呼ばれる大きな港があり、港周辺は製鉄及び石油化学を中心とした工業団地である。高温ガ

ス炉は発電に限らず、工業団地への熱供給や水素供給の手段としても期待される。候補地周辺

は港湾、工業団地及び自然保護区に囲まれ、居住エリアまでは 2km程度の距離がある。Fig.3.1、
Fig.3.2及び Fig.3.3に Hartlepool発電所及び建設サイト候補地の位置を示す。 
 
3.2 建設サイト候補の環境社会条件 
3.2.1気象 
英国全体は西岸海洋性気候に属する。Hartlepoolの日中平均気温は 10.8℃（１月：5.8℃、7

月：18.2℃）で、年間を通じて一定の降水量があり、年間の平均降水量は 56.6mm である 37)。

夏季は最高気温が 25℃を超えることがなく冷涼で、冬季は高緯度にもかかわらず平均最低気温
は氷点下を下回らず、比較的温暖である。Fig.3.437)に Hartlepoolの気象条件を示す。 
 
3.2.2地形 
英国の地形 38)は低地が多く、島の中央には北 England から南 Scotland に掛けて延びる

Pennine 山脈があり、England 北西部と北東部を隔てる位置にある。候補地は England 北東
部の北海に面する Tees川河口付近の海岸に位置する。候補地周辺は海抜 20m以下の低地であ
り、Tees川河口付近に干潟、湿地、砂丘など様々な地形を形成する。Fig.3.538)に英国の標高図

を示す。 
 

3.2.3河川 
候補地の付近には Tees 川が流れる。Pennine 山脈北部を源流として肥沃な平野を蛇行し、

北海へ注ぐ。Tees川流域には鉱山や炭鉱があり、Tees川河口の南側には Teesportと呼ばれる
大きな港があり、港周辺では製鉄業、鉄鋼業をはじめとした重工業が発展した。現在でも年間

6,000 隻以上が入港し、5,600 万トンの貨物を扱う海上輸送の要衝である。Tees 川河口の北側
には大きな干潟と砂丘があり、自然保護区に指定される。 
 
3.2.4生態系の状況 
英国の保護区は行政区画毎に規定され、候補地が位置する England には 221 の国立自然保

護区（NNR）が設定される。敷地周辺は Teesmouth NNR39)が設定され、Tees川の河口湾内に
ある Seal Sandsと呼ばれる大きな干潟と河口北側にある North Gare Sandsと呼ばれる砂丘
が範囲である。周辺の生態系はアザラシ、水鳥の生息地であり、1995年にラムサール条約に登
録された。Tees 川の河口は 19 世紀から 20 世紀にかけてひどく汚染され、生態系が危機にさ
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らされたが、およそ半世紀かけて浄化し、現在は豊かな生態系に回復した。Fig.3.639)に

Teesmouth国立自然保護区の概略図を示す。 
 

3.2.5土地利用 
英国では 70%が農耕地、13%が森林、15%が住宅・都市等である。候補地周辺は港湾、工業

団地、自然保護区に囲まれ、敷地 2km以内に住宅はほとんどない。候補地の敷地は英国 EDF-
energy 社が所有し、英国政府から原子力発電所建設のための敷地として利用する許可を有す
る。 
（現状の評価） 
高温ガス炉の建設は Hartlepool 発電所に隣接する英国 EDF-energy 社が所有する敷地内で

実施されることから、住民移転や土地利用に与える影響は想定されない。 
 
3.2.6社会インフラ 
敷地 30km圏内には Hartlepool、Middlesbrough、Stockton-On-Teesなどの都市があり、合

わせておよそ 100万人が居住し、十分に整備された学校、宿泊設備、病院等のインフラを有す
る。 
（現状の評価） 
候補地は都市部近郊であり、労働者数は工事中で 3,000 人、供用時で 600 人と見積もられ、

社会インフラ施設への大きな負荷はないと考えられる。 
 
3.2.7交通インフラ 
英国では道路インフラ 40)や鉄道インフラ 41)が全国的に整備され、特に道路インフラは高速

道路を含めて極一部の特殊な区間を除き無料で利用できる。候補地周辺においても道路インフ

ラが整備され、主な交通手段は自家用車である。鉄道インフラに関しては Hartlepoolや工業団
地の都市部を結ぶ鉄道を有する。候補地の近くに旅客用の駅はないが、貨物用の鉄道は

Hartlepool発電所敷地内にまで延び、使用済燃料を中間貯蔵施設のある Sellafieldまで直接輸
送することが可能である。Tees 川河口には Teesport と呼ばれる大きな港があり、整備された
港湾インフラを有する。Fig.3.740)に英国高速道路図、Fig.3.841)に英国鉄道路線図を示す。 
（現状の評価） 
候補地は Hartlepool発電所に隣接する敷地であり、既設の鉄道や道路、港湾などの既存の交

通インフラを有効に活用できる。工事中の期間は現在よりも多くの車両が通行するため、通勤

時間帯に渋滞が発生する可能性がある。 
 

3.2.8 社会条件 
a. 英国の安全規制活動 42) 
a-1. 英国の許可プロセス 
英国では、Nuclear Installations Act 1965に基づき、原子力サイト許可が交付される。交付

された原子力サイト許可は、建設、試運転、運転、保守、改造及び廃止措置までの全てのサイ
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クルを通じて有効であり、36個の標準的な許可条件（LC: License conditions）に基づき、安
全規制活動が行われる。このうち、許可プロセスに関する主な許可条件を Table 3.143)にまとめ

る。 
英国の新規原子力サイトを対象とした許可プロセスは、以下の 9 つのステップから成る。

Table 3.244)に、各ステップにおける被規制者及び規制者の責務をまとめる。 
1.  許可可能な組織になる準備 （Preparing to be a licensable organisation） 
2.  許可申請書の作成及び照合 （Creation and collation of licence application dossier） 
3.  許可申請 （Licence application） 
4A. 原子力サイト許可の評価 （Nuclear site licence assessment） 
4B. 協議 （Consultation） 
5.  原子力サイト許可の交付 （Granting a site licence） 
6A. 許可の下での規制－建設 （Regulation under the licence – construction） 
6B. 許可の下での規制－試運転 （Regulation under the licence – commissioning） 
6C. 許可の下での規制－運転 （Regulation under the licence – operation） 

 
a-2. 英国の一般設計評価（GDA） 
必須の許可プロセスでないものの、英国原子力規制局（ONR: Office for Nuclear Regulation）

及び環境規制機関（EA: Environment Agency）から新規原子力サイトに対して一般設計評価
（GDA: Generic Design Assessment）が要求されることが予想される。GDAを行う目的は、
Great Britainで要求される安全保障及び環境防護基準に従い、建設、運転及び廃止措置が可能
であることの確証を得ることであり、ONR 及び EA の安全規制活動に対する不確実性及びリ
スクを低減する利点を有する。ONR及び EAにより行われる GDAは、以下の 3つのステップ
から成る。 

1.  設計並びに申請者の安全、セキュリティ及び環境防護ケースに関する知識を深める場
であり、規制側が抱えるギャップの解決方法を提案することが重要である。期間は約

1年間である。 
2.  一般的な安全、セキュリティ及び環境防護ケースの基本評価を行い、設計進捗を妨げ

るような課題を特定する場である。期間は約 1年間である。 
3.  安全、セキュリティ及び環境防護ケースに関する一般的な事例をサンプリングして詳

細評価を行う場である。期間は約 2年間である。 
 
b. 英国の緊急時区域範囲 
b-1. 緊急時区域範囲の設定方法 
英国では、Health and Safety at Work etc. Act 1974に基づき、国務大臣が The Radiation 

(Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2019（以下「REPPIR19」
という。）を策定した。REPPIR19 の目的は、原子力施設に起因する放射線緊急事態から一般
公衆及び放射線業務従事者を保護するための枠組みの確立、緊急事態発生前及び発生中におけ

る一般公衆への情報提供の確保、万が一の放射線緊急事態発生時における対応事項の適切な情
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報提供及びその準備である。承認実施基準（ACoP）は、REPPIR19 の要求事項の遵守に向け
た実用的な助言を提供するために刊行され、ハザード評価及びコンシーケンス評価にて運転者

に指針を提供し、かつ、地方自治体に緊急時計画区域の設定及び緊急時計画の策定の責務に関

する指針を提供する。 
REPPIR19 の規則 8 では詳細な緊急時計画区域（DEPZ: Detailed Emergency Planning 

Zones）に対する要求事項、規則 9では、概略計画区域（OPZ: Outline Planning Zones）に対
する要求事項が記載され、ともに地方自治体の敷地外緊急時計画の対象となる区域である。地

方自治体は、DEPZ範囲内の一般公衆を保護するために敷地外緊急時計画を始動し、この計画
は DEPZ範囲内の居住者に公表される。また、REPPIR19ではより深刻な事態に向け、DEPZ
を超える戦略的段階計画を必要とするサイトに OPZ範囲を要求することがある。 

DEPZ、OPZの各地理的範囲の主な設定手順は以下のとおりである。 
1. 敷地内外に関し、早期的及び長期的なコンシーケンス評価を行う。 
2. 緊急時参考レベル（ERL: Emergency Reference Level）下限値に対し、緊急時防護措

置が推奨される距離の候補を決定する。 
3. 緊急時防護措置が推奨される距離を決定する。 
4. 推奨される DEPZの地理的範囲の候補を決定する。 
5. 推奨される DEPZの地理的範囲を決定する。 
6. 該当する場合、英国健康安全局（HSE: Health and Safety Executive）が規制する原

子力サイトの OPZを決定する。 
各手順の概要を順に記載する。 

 
【手順 1】 
早期的なコンシーケンス評価の対象期間は、放射性物質の放出又は直接的な被ばくの開始か

ら少なくとも 2日間とする。本評価は、敷地外の人に緊急時防護措置が要求される距離、地方
自治体が決定すべき DEPZの地理的範囲、そして敷地内外における緊急時従業員への実効線量
を決定するために使用される。 
長期的なコンシーケンス評価の対象期間は、放射性物質の放出又は直接的な被ばくの開始か

ら 12カ月間以内とする。本評価は、敷地外の一般公衆への実効線量を特定し、緊急時計画を連
絡するために使用される。 

 
【手順 2及び 3】 

Fig. 3.9の「詳細な緊急時計画が要求される範囲」に位置付けられるソースタームを考慮し、
緊急時防護措置（屋内退避、適当な場合には避難及び安定よう素剤の服用）の実施後に、全て

の被ばく経路からの回避線量が ERL 下限値と等しくなる距離を計算し、その最大距離を特定
する。ここで、各緊急時防護措置の実施に対する ERL下限値は、屋内退避で実効線量 3mSv、
避難で実効線量 30mSv、そして安定よう素剤の服用で甲状腺への等価線量 30mSvである。例
えば、基本的に最初の緊急時防護措置である屋内退避の場合、屋内退避による線量低減係数 0.6
と ERL 下限値 3mSv から算出された屋外実効線量 7.5mSv と等しくなる距離を特定し、これ
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を緊急時防護措置が推奨される距離として決定する。 
 

【手順 4及び 5】 
ERL 下限値に対して特定された緊急時防護措置が推奨される距離のうち、最大距離に関し、

推奨される DEPZ の最小地理的範囲として決定する。通常、原子力施設を中心とした円形で
DEPZの地理的範囲は決定されるが、敷地内に複数の原子力施設を有する場合、各原子力施設
を中心とした DEPZ の地理的範囲を包括するような DEPZ の地理的範囲を定める、または、
各原子力施設を中心とした DEPZの地理的範囲を個別に定めることも可能である。事業者から
提出された影響報告書を基に、地方自治体が最終的な DEPZの地理的範囲を定める。 

 
【手順 6】 
放射性物質の放出に係る時間スケールに応じて Fig. 3.945)の「概略緊急時計画が要求される

範囲」に位置付けられるソースタームを考慮し、ERL上限値を基に、コンシーケンス評価を行
う。ここで、各緊急時防護措置の実施に対する ERL上限値は、屋内退避で実効線量 30mSv、
避難で実効線量 300mSv、そして安定よう素剤の服用で甲状腺への等価線量 100mSv である。 
本評価を基に、事業者と地方自治体との間で議論を行い、OPZの地理的範囲は必要か、また

は包括的な取り決めは適切かを決定する。OPZの地理的範囲が要求された場合、Table 3.345)に

示す REPPIR19の規則 9.(1)(a)で要求される原子力サイトの特性を基に、OPZの地理的範囲を
定める。 
 
なお、2025年 11月に原子力規制タスクフォースが原子力規制レビューの最終報告書 46)を公

表し、英国の原子力規制の枠組みを改善するための提言の一つに、「最も優れた科学的知見に基

づき、種類及び規模が異なる原子炉に向け、OPZ範囲のデフォルト距離の改定版を算定するよ
う要請すべき」と挙げた。この提言の背景には、現在の OPZ範囲のデフォルト距離は従来炉を
前提に設定されたものであり、最新の SMR や AMR 等の設計が未考慮であることで過度に保
守的な計画区域が設定されることに対する懸念がある。 
 
b-2. Hartlepool発電所の緊急時計画区域範囲 
b-2-1. Hartlepool発電所の DEPZ範囲 

Fig. 3.1047)に、Hartlepool 発電所の DEPZ 範囲を示す。Hartlepool 区議会は、英国 EDF-
energy社から提供された Hartlepool発電所影響報告書に基づき、各原子炉から約 2km離れた
範囲内を DEPZに設定した。 
 
b-2-2. Hartlepool発電所の OPZ範囲 

Fig. 3.1147)に、Hartlepool発電所の OPZ範囲を示す。REPPIR19の規則 9.(1) a)及び付録 5
のカテゴリー2 に基づき、Hartlepool 発電所を中心に 30km 離れた円形範囲内が OPZ として
設定された。 
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4.  産業基盤 
 

4.1 関連機器サプライチェーン 48),49) 
2025年 11月現在、英国では 1995年に Sizewell Bが完成して以来、英国 EDF-energy社の

子会社である NNB Generation Company（NNB GenCo）社にて Hinkley Point Cと Sizewell 
Cが建設中である他、原子力発電所の新設はない。また、英国内の 4つのサイト（Hartlepool、
Heysham、Torness、Sizewell）では原子力発電所が稼働中であり、British Energy社の運営
であったが、2010年以降は英国 EDF-energy社が所有・運転してきた。 
このうち、Hartlepoolでは約 750名が運転・保守に従事するが、英国 EDF-energy社によれ

ば、今後既存炉の運転終了に伴い燃料搬出や廃止措置に移行して同サイト内に高温ガス炉実証

炉や商用炉の建設を開始した場合には、転務によりこれらの人材を引き続き雇用しながら実施

体制を組む予定とのことである。 
本項では、既存の関連機器サプライチェーンとして、Rolls-Royce社が主導する UK SMR（小

型モジュール炉）コンソーシアムの 2020 年度時点での参加企業と、AMM（Advanced 
Manufacturing and Materials）プロジェクトのフェーズ 2に選定された企業をリストアップ
することで、英国において高温ガス炉実証炉を建設・運転する場合の実施主体やエンジニアリ

ング会社、機器供給会社の候補を整理した。なお、2021年以降の UK SMRコンソーシアムの
体制は、Rolls‑Royce SMR Ltd（Rolls‑Royceとは別の事業会社）主体に移行した。 
各企業の役割（概要）を Table 4.1 に示す。以降では各企業の特徴や役割等を記載する。 

 
①① UUKK  SSMMRRココンンソソーーシシアアムムのの参参加加企企業業  
➢ Rolls-Royce社 
https://www.rolls-royce.com/ 
 英国のエンジニアリング会社で、航空機エンジンや船舶・エネルギー関連機械等を製造・

販売する。 
 安全システム、制御装置、自動化及びモニタリングシステム、臨界安全装置、中性子検出

器等の機器の製造と、プラント設計・修正・分析、技術支援等、エンジニアリング事業を

総合的に行う。 
 Rolls-Royce社が主導するコンソーシアムにより UK SMRを開発してきた。 
 
➢ Assystem 
https://www.assystem.com/en/sectors/nuclear/ 
 英国のエンジニアリング会社で、Hinkley Point C と英国 SMR プログラムの開発をサポ
ートするとともに、核融合エンジニアリングのリーディングカンパニーである。 

 商業用及び研究用の原子力施設の性能向上や解体のための管理、設計、建設、試運転を行

う他、原子力発電所の新規建設のため、環境・社会影響評価や技術ライセンス等において、

発電所オーナーを支援してきた。 
 運転中の原子力発電所においては、運転者が安全に修繕・保守活動を評価・実施するため、
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改造や寿命延長の検討を行い、原子力発電所の保守計画を提案し、運転停止時のパフォー

マンスやプロジェクト管理を支援する。また、解体シナリオの定義から低・中間核廃棄物

の管理に至るまで、あらゆるエンジニアリングの側面において、原子力資産の寿命まで運

転者をサポートする。 
 SMR のフィージビリティスタディの一環として、蒸気発生器（SG）の原子炉圧力容器か
らの距離の変化、配管・ノズル強化ゾーンの肉厚アップ、原子力機器の構造健全性に係る

ASME規格 SectionⅢ-原子力機器の一次及び二次応力限界に合わせた許容応力の検討、通
常運転と代表的な設計基準のイベント地震荷重、SG位置確認等の評価を行った。 

 2018年 6月、SMR を含む AMR やその他の革新的な原子力技術に関する共同研究プロジ
ェクトのために、Nuclear AMRCとの間で覚書を締結した。 

 
➢ SNC Lavalin/Atkins（AtkinsRéalis） 
https://www.atkinsrealis.com/ 
 設計、エンジニアリング、プロジェクトマネジメントのコンサルタント会社。インフラ、

輸送、原子力・電力、石油・ガス、エンジニアリング・設計、水、環境、防衛、航空宇宙、

通信、プロジェクト管理、建築等、プロジェクトのライフサイクル全体をカバーする専門

的なコンサルティングを提供する。 
 NNB GenCo社による Hinkley Point Cの開発を支援し、20年以上にわたり、原子力規制
局（ONR）による許認可支援を行った。 

 2016年 9月、英国で最初の SMR運転を支援するために何を行う必要があるかを検討する
報告書“Preparing for deployment of a UK Small Modular Reactor by 2030”に参加した。
調査では、SMRを単なる発電用ではなく、熱電併給（CHP）プラントとして導入する場合
の技術的な実行可能性とコスト面での影響も再評価された。また、低炭素熱を抽出して地

域暖房ネットワークに供給することによる経済的メリットも記載される。 
 2018年の BEIS（Department for Business, Energy & Industrial Strategy、英国ビジネ
ス・エネルギー・産業戦略省）による「原子力セクターディール」の一環として、英国の

原子力新規建設プログラムと SMR と AMR の開発を後押しするため、英国原子力公社
（UKAEA）が設計を行う国立熱水施設（NTHF）の試験用冷却材ループを設計した。 

 
➢ BAM Nuttall 
https://www.bamnuttall.co.uk/ 
 オランダに本社を置く Royal BAM グループの一員で、ヨーロッパ最大級の建設会社の 1
つ。世界中の道路、鉄道、原子力、その他の主要プロジェクトのポートフォリオに関与し、

掘削、発破、杭打ち、グラウト、材料試験、地盤調査等を行う。 
 Hinkley Point C の開発に関与し、深掘工事の一環として、コンクリートと土塁の品質管
理、全面地盤調査を実施した。また、ONRの検証に先立ち、グラウティング計画の要件を
確認した。さらに、実験室を設置し、建設資材の材料試験と現場試験を行ってきた。 
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➢ Laing O’Rourke 
https://www.laingorourke.com/ 
 英国のエンジニアリング会社。エンジニアリング、建設、資産管理サービスのすべてを網

羅した統合的なビジネスモデルを運営し、世界で最も権威のある公的機関や民間企業に単

一ソースのソリューションを提供する。 
 Sizewell Bや Hinkley Point Cでの土木工事を担当した。 
 
➢ Wood（Jacobs（現在は Amentum社）） 
https://www.jacobs.com/ 
 米国に本社を置くエネルギーコンサルティング会社で、原子力分野では新規建設から廃止

措置、放射性廃棄物管理まで、世界的に戦略的アドバイス、プログラム・プロジェクト管

理、立地及び環境アセスメント、規制遵守、設計、エンジニアリング、遠隔操作やロボッ

ト工学、試験装置、建設、試運転、現場業務等を行う。 
 英国では既存の AGRと加圧水型軽水炉（PWR）の設計・建設において豊富な経験を有し、

Rolls-Royce 社が主導する UK SMR コンソーシアムの一員として、2020 年 3 月、Wood 
Nuclear社の原子力事業を買収し参入した。第 3世代以上の小型原子力発電所の開発を進
め、エンジニアリングと高度な製造技術と能力を提供する。第 4 世代の先進的 AMR の設
計を AMRベンダーと共同で行ってきた。 

 AMMプロジェクトフェーズ 2の選定企業である。 
 
➢ The Welding Institute（TWI） 
https://www.theweldinginstitute.com/ 
 英国の溶接専門の研究技術機関。会員制の組織であり、個人と企業の両方をサポートして

きた。エンジニアリング、材料、接合技術を通じて、権威ある公平な専門家のアドバイス、

ノウハウ、安全性の保証を提供し、可能な限り最高の製品の設計、作成、運用を支援する

ことを目的とする。 
 特に溶接や接合プロセス、新しい原子炉設計のための正しいコードや規格の使用に関して、

新規建設の発電所における豊富な経験と専門知識を有し、この経験は、沸騰水型軽水炉

（BWR）、PWR、AGR、CANDU等、主要な原子炉設計のすべてに及ぶ。AP1000やEPR1000
等の原子炉の保守・運転をサポートする。 

 放射性廃棄物の管理と廃止措置にも関与し、溶接プロセスの選択や、深地層処分用の廃棄

物貯蔵キャニスターの適用手順の開発に貢献してきた。米国のユッカマウンテンプロジェ

クトに参加してきた。 
 
➢ Nuclear AMRC 
https://www.amrc.co.uk/ 
 シェフィールド大学先進製造研究センター（AMRC）は、世界をリードする研究・イノベー
ションセンターのネットワークであり、世界中のあらゆる規模の製造企業と協力してきた。 
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 Nuclear AMRCは産業界の会員が主導し、製造イノベーション能力とサプライチェーン開
発サービスは、英国の民間原子力製造サプライチェーンの専門の中小企業から一流のOEM
まで、英国のすべての製造業者に開放される。 

 既に原子力サプライチェーンに参加する企業、又は真剣に参加を検討する企業を対象とし

た、2段階の有料会員制度がある。 
 原子力産業向けの最先端の製造装置を備え、機械加工、溶接、その他の大規模製造技術の

主要分野における革新的で最適化されたプロセスの研究工場、実験室や技術サポートスペー

ス、バーチャルリアリティ施設、オープンプランのオフィス、安全な会議室等も含まれる。 
 Westinghouse社の SMR設計のうち、原子炉圧力容器の検証を行った。また Rolls-Royce
社の SMR設計の製造方法に関する研究を行う。 

 2017 年に、米国 DOE の支援で EPRI（米国電力研究所）が主導する SMR 原子炉圧力容
器の開発プロジェクトに参加した。 

 
➢ United Kingdom National Nuclear Laboratory（UKNNL） 
https://uknnl.com/ 
 英国政府が所有・運営し核燃料サイクル全体をカバーする原子力サービス技術を提供する

研究開発機関である。 
 
②② AAMMMMププロロジジェェククトトフフェェーーズズ 22のの選選定定企企業業  
➢ Sheffield Forgemasters 
https://www.sheffieldforgemasters.com/ 
 英国の重工業会社で、世界最大の鍛造企業であり、民生原子力鋳造品及び鍛造品の ASME 

NCA3800認証を保持する唯一の英国企業である。中国の原子力当局による HAF 600、蒸
気発生器製品の供給では RCC-M認定（ASME規格 SectionⅢ-原子力機器に相当）をはじ
めとした多くの認定を有する。 

 鋳造（Casting）、鍛造（Forging）を専門とし、原子炉用部品の製造で核融合炉や SMRの
開発に貢献してきた。 

 これまでに、Westinghouse社と三菱重工業による PWRの部品を供給した。スイス AXPO
社や原子力安全検査局（ENSI）にも技術研究や支援サービスを提供し、スイス・ベツナウ
原子力発電所を 2年ぶりに再稼働させた。 

 輸送や貯蔵用の原子力キャスク鍛造品の供給実績があり、トランジション・コーン、加圧

器シェル、蒸気発生器シェル、シェル・ストレーク、蒸気発生器用のチューブシート、安

全システム用の仕上げ加工ポンプ等の原子力関連部品を製造する。 
 製造における先進的な方法を探求し続け、シミュレーション、モデリング、中空インゴッ

ト鍛造といった革新的技術を長年にわたって開発してきた。1 度の試験で原子力グレード
合金鋼の電子ビーム溶接（EBW）の有効性を深さ 200mmまで実証した。このことは、SMR
への応用に大きな可能性を示すものである。 

 2017年に、米国 DOEの支援で EPRIが主導する SMR原子炉圧力容器の開発プロジェク
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トに参加した。 
 AMMプロジェクトフェーズ 2では、EBMセルの設計、建設、設置プロジェクトを行う。

EBWの成功により原子炉圧力容器製造の生産性が飛躍的に向上し、SMR製造のための重
要な技術となる可能性がある。 

 
➢ Cammell Laird 
https://www.cammell-laird.co.uk/ 
 海洋エンジニアリングのリーダーであり、大規模モジュールのオフサイト生産に焦点を当

て、原子力分野へのサービスを拡大してきた。 
 英国の主に造船を専門とするエンジニアリング会社であるが、幅広い分野をサポートし、

そのエンジニアリングの知識を造船業界（船舶の修理、アップグレード、改造を含む軍事

及び商業プロジェクトに積極的に取り組んできた）だけでなく、産業サービス及びエネル

ギー分野でも採用してきた。 
 民生用原子力分野でも活躍し、同社のモジュール式建設施設が英国及び欧州全域の原子力

発電所やその他発電所に最適化されたソリューションを提供できることを実証し、そのコ

アとなるエンジニアリングの強みを築いてきた。 
 原子力分野の他に、海洋石油・ガス分野、石油化学産業、幅広いエンジニアリング及び重

加工作業にサービスを提供する。 
 海洋石油・ガス、重工業、港湾インフラ産業向けの大型で複雑な構造物のエンジニアリン

グと製作で成功した実績を持ち、この実績は、当社の戦略的な地理的立地と相まって、英

国の原子力発電所新設計画をサポートする理想的な重工業パートナーである。 
 AMM プロジェクトフェーズ 2 では、GE-Hitachi 社及び UKNNL との共同でプロジェク
トであるプロジェクト FAITH（Fuel Assemblies Incorporating Thermal Hydraulics）に
おいて、熱流動装備の開発を行う。このプロジェクトは、時間、予算、安全衛生の面で業

界を超えたモジュール式アプローチの利点を証明できる装備を開発するために、原子力セ

クター内の規範に挑戦し、革新性を示すものとなる。 
 
➢ Cavendish Nuclear 
https://www.cavendishnuclear.com/ 
 13の原子力発電所を運営するライセンスを取得し、新規建設、運転、廃炉の原子力ライフ
サイクル全体に渡ってサービスを提供する。 

 英国 Babcock International Groupの完全子会社であり、英国最大の原子力事業会社であ
る。 

 日本の廃炉事業に参入するため 2018年 10月 Cavendish Nuclear Japan株式会社を設立
した。 

 英国では、英国 EDF-energy 社、NNB GenCo 社、Hinkley Point C 、CCFE（Culham 
Centre for Fusion Excellence）、Urenco UK Limited等を対象に、設計、統合、デジタル
エンジニアリング、安全事例の専門知識、環境・ライアビリティのコンサルティング、据
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付、溶接、試運転の専門知識、高度な製造能力、新しい原子力発電所の建設プロセス全体

にわたるトレーニングと総合的なエンジニアリングサポート、規制と許認可のアドバイス

を提供する。 
 発電分野では、英国 EDF-energy社のAGRと PWRの運転をサポートし、英国EDF-energy
社が保有する原子力発電所全体の発電量の維持・向上を支援する。 

 新規建設分野では、Hinkley Point CやMEH（Mechanical, Electrical and HVAC - Heating, 
Ventilation and Air Conditioning）企業等との間の革新的なジョイントベンチャーパート
ナーシップである MEH 連合の一員として、英国で 20 年ぶりとなる新原子力発電所の建
設シーケンスを提供する。また、Hinkley Point C試運転連合の一員でもある。 

 核融合分野では、Culham Centre for Fusion Energy（CCFE）で、よりクリーンな地球の
ためにカーボンフリーで安全かつ豊富な電力を生産する核融合プロセスを開発するという

使命を支援してきた。 
 モジュール炉分野では、SMR、AMR、先進原子力技術（ANT）プログラム等、より広範な
クリーンエネルギー市場を支援してきた。 

 Nuclear AMRCの積極的なメンバーであり、Whetstoneと Rosythの工場で、フルモック
アップ組立とオフサイト試運転活動支援のための大規模な設備と幅広い溶接エンジニアリ

ングサービスを提供する。Whetstoneの施設では、新型モジュール炉のモジュール構造の
初の本格的な実証試験の導入を支援してきた。 

 主なプロジェクトとして、英国 EDF-energy 社の既存の原子力発電所運転の支援及び
Hinkley Point Cに対する主要な設備導入（機械、電気、暖房、換気）の協力や、U-Battery
に対する先進的なモジュール式原子炉の開発を支援してきた。 

 AMMプロジェクトフェーズ 2では、AWESIM（Automated Welding Equipment System 
Inspection and Monitoring）プログラムとして、検査、閉ループ制御、自動化を溶接現場
で採用し、高品質の溶接を最初から正確に行う。AWESIMは、機械学習、センサー開発、
高度なリモート製造プロセスを含む革新的な技術を結集し、溶接、溶接検査、そして潜在

的には溶接認証をほぼリアルタイムで提供する。この技術を導入することで、欠陥の早期

発見が可能になるため、手直しや修理を減らし、欠陥のない溶接部の冗長な中間検査を排

除することが可能になり、原子力部品の製造において商業的に大幅なコストと時間の削減

につながる。 
 
➢ 英国 EDF-energy社 
https://www.edfenergy.com/ 
 フランス電力（Électricité de France、EDF）の傘下の英国の電力会社である。 
 2009年に British Energy社を買収し、英国内に 8か所の原子力発電所を所有する。その
うち、Dungeness B1&2、Hartlepool A1&2、Heysham A1&2・B1&２、Hinkley Point B1
＆2、Hunterston B1&2、Torness 1&2は、AGR、Sizewell Bは PWRである。 

 2007年、4基の欧州加圧水型炉（EPR）の新規原子炉建設の意向を公表し、2基を Hinkley 
Point Cに、2基を Sizewell Cに建設する計画である。新規原子力発電所は子会社の NNB 
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GenCo社が建設と運転を行う計画である。 
 AMM プロジェクトフェーズ 2 では、多くの革新技術を開発し、既存の AGR の運転経験
を活用して、AMR 設計の構造健全性を実証するための既存のコードや規格の長所と短所
の情報を AMRベンダーにガイダンスを提供する EASICSプロジェクトを行う。 

 
➢ Nuclear Energy Components Ltd 
https://www.nec-ltd.co.uk/ 
 英国のエンジニアリング会社で、精密機械加工を専門とする。 
 50年代初頭、Dounreay及び Calder Hall 原子炉用の部品と組立部品を製造する民間原子
力市場に参入した。 

 システム、部品及び組立部品は、英国内の実質的にすべての原子力発電所と世界中の多く

の原子力発電所で使用される。 
 効率的な製造のための設計、試作品開発、製造工程能力の計画立案、受託製造、エンジニ

アリングコンサルタンティングを行う。 
 AMM プロジェクトフェーズ 2 では、次の通り、冷却に関する開発を行う。可溶性冷却油
を超臨界二酸化炭素に置き換えることは、材料除去率の大幅な向上、コストの削減、環境

への影響の低減という点で、機械加工プロセスにおける画期的な開発である。従来の工作

機械への技術の普及を可能にする回転式冷却アダプターを開発しながら、原子力サプライ

チェーンにおけるこれらの節約効果を定量化する。 
 
➢ U-Battery Limited 
https://www.u-battery.com/cdn/uploads/supporting-files/U-Battery_brochure_Feb21.pdf 
 U-Battery Limited は、U-Battery プロジェクトの持ち株会社として設立され、子会社の

U-Battery Developments Limitedと U-Battery Canada Limitedが、U-Batteryとして
知られる小型モジュール式高温ガス炉（HTR）（FOAK）の安全な設計、建設、運転を英国
とカナダでそれぞれ行うために設立された。 

 U-Battery Limitedは、英国とカナダのツイントラック戦略を実行し、2020年代後半まで
に英国の FOAK U-Battery を Urenco UK Limited の原子力ライセンスサイト
（Capenhurst、Cheshire州）に、カナダの FOAK U-Batteryを CNLの原子力ライセン
スサイト（Chalk River、Ontario州）にそれぞれ導入することを目標とする。 

 U-Battery は、標準化された原子炉ブロック（一次ヘリウム回路と二次窒素回路及び使用
済燃料貯蔵庫を含む、すべての原子力固有の系統及び機器を表す）で構成される、多目的

原子炉である。用途としては、産業用のプロセス熱供給、ガスタービンによる発電及び熱

と電力を提供できるコージェネレーションの 3つを想定する。可能性のある用途としては、
遠隔地への熱及び電力の供給、既存産業用の局所的な熱及び／又は電力の供給、水素製造

等が挙げられる。多くの原子力システムと共通する点として、U-Battery から排出された
熱は、地域暖房や脱塩等にも利用できる。 

 AMMプロジェクトフェーズ 2では、原子炉の 2つの主容器と接続ダクトの設計と建設に
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より、新型炉のモジュール式建設の初の本格的な実証を行う。 
 なお、U-Battery プロジェクトはコンソーシアムの一員である Urenco UK Limited から
の支援終了等に伴い、2025年 11月現在、活動停止状態である。 

 
➢ Create Technologies 
https://www.createc.co.uk/ 
 英国の技術開発会社で、応用画像処理、センシング技術、ロボット工学に特化する。 
 ロボット工学やコンピュータ画像処理の先進的な技術を開発し、原子力、輸送、エネルギ

ーインフラ、防衛、セキュリティ分野に対する技術構築を行う。 
 VRを用いたロボット制御システム、放射線予測モデルソフト、ガンマ線イメージャー、放
射線環境 3Dマッピング機器、拡張可能なロボットソフトウェアモジュール等を開発する。 

 ガンマ線イメージャーN-Visage®は、原子力産業向けの世界で最も高性能で汎用性の高い
放射線スキャニングシステムとして、小さな開口部や高線量領域に特化した初の特性評価

システムであり、英国、米国、福島で使用される。 
 AMM プロジェクトフェーズ 2 では、3D 位置検出技術と自律型ロボット技術を組み合わ
せて、一般的な溶接部やその他の産業用検査のための現場（in-situ）CT を実現すること
で、より安全で、障害物が少なく、より高性能な in-situ X線撮影システムを実現するコン
セプトを開発した。 

 
➢ Laser Additive Solutions 
https://www.laseradditivesolutions.co.uk/ 
 英国のエンジニアリング会社で、精密レーザー修理、製造、接合工程を専門とし、航空宇

宙、発電、輸送、軍事分野での事業を行う。 
 3Dレーザースキャニング、3Dレーザー切断、3D金属プリントも行う。 
 AMMプロジェクトフェーズ 2では、“SonicSMR”プロジェクトを行う。部品製品と製造の
再現性に適した大型作業範囲をもつレーザーによる積層造形（AM／3Dプリント）システ
ムを開発する。パワー超音波、光学プロセスモニタリング、AIベースの自動欠陥認識等の
最先端の補助技術を使用して、欠陥のない複雑な SMR部品の AM製造を可能にする。AM
機は、SMRの実証用部品の製造に使用される。 

 
➢ Jacobs（Amentum社） 
https://www.amentum.com/ 
 米国に本社を置くエネルギーコンサルティング会社で、原子力分野では新規建設から廃止

措置、放射性廃棄物管理まで、世界的に戦略的アドバイス、プログラム・プロジェクト管

理、立地及び環境アセスメント、規制遵守、設計、エンジニアリング、遠隔操作やロボッ

ト工学、試験装置、建設、試運転、現場業務等を行う。 
 英国では既存の AGRと PWRの設計・建設において豊富な経験を有し、Rolls-Royce社が
主導する UK SMRコンソーシアムの一員として（2020年 3月、Wood Nuclearの原子力
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事業を買収し参入）、第 3世代以上の小型原子力発電所の開発を進め、土木工学と高度な製
造技術と能力を提供する。第 4 世代の AMR のコンセプトと設計を AMR ベンダーと共同
で行う。 

 AMM プロジェクトフェーズ 2 では、将来の原子炉プラントで使用するための先進的な製
造技術の認定を可能にするために、機械的評価の性能強化を行う。ハイテクな機械的評価

実証（材料のクリープ、疲労、破壊試験）で応用研究を統合するとともに、機器開発や先

進的な非接触計測システムの導入、適切なデータ処理や解析を行う。これにより、必要と

される試験回数を減らし、評価に要する時間を短縮し、複合材や溶接等の等級構造の異な

る領域における繰返し試験の制御を可能にすることで、製造技術や材料技術を認定するた

めの機械的評価手法を効率化する。 
 2024 年 9 月、Jacobs のクリティカル・ミッション・ソリューション部門とサイバー&イ
ンテリジェンス部門は Amentum社に移管された。 

 
➢ Rolls-Royce社 
組織概要は前述の通り。 
 AMMプロジェクトフェーズ 2では、FAST（Future Advanced Structural Technology）
プロジェクトと SAS（Sensing Advanced Structures）プロジェクトが支援対象となった。 

 FAST プロジェクトは、新しい原子炉圧力容器の製造方法を開発することを目的とし、こ
の特定の用途のために開発される主な技術は、低合金鋼容器部の熱間等方加圧法（HIP）、
原子炉圧力容器の厚肉断面電子ビーム溶接（TSEBW）、熱処理のプロセスモデリング及び
物理プロセス開発、実証用小型原子炉圧力容器（SVD）が製造され、世界初の HIP 及び
TSEBW圧力容器となる。 

 SASプロジェクトは、原子力発電所や原子力部品の従来の貫通部や圧力・温度・ひずみ変
換器の必要性を排除するために、センシングファイバーを内部及び外部で接合する新しい

方法を開発する。この用途に特化して開発される主要技術は、ファイバー・ブラッグ・グ

レーティング（FBG）、外部取付及び内部埋込ファイバーソリューション、シグナルインタ
ーロゲイションである。内部及び外部センシング技術を示すために、物理的な実証機器を

製造する。 
 
4.2 原子力に係る産業基盤 
4.2.1 AGR概要 50)51) 

AGR（Advanced Gas-cooled Reactor）は改良型ガス冷却炉の以前のマグノックス原子炉の
設計から開発された、英国のガス冷却原子炉の第 II 世代を表す。AGR はグラファイト減速、
二酸化炭素冷却の原子炉であり、非常に高い安全性を有する特徴がある。Table 4.250)に AGR
である Hartlepool発電所の諸元を示す。 

Fig.4.151)に AGR 炉心の概要図を示す。1 次系機器はコンクリート圧力容器内に収められ、
原子炉圧力容器外は放射能レベルが低い。 
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➢ 燃料 
燃料は二酸化ウランペレットを使用し、ステンレス鋼の被覆材に燃料を入れることで燃料ピ

ンを作る。燃料ピンを 3 重リングに 36 本アセンブルして燃料要素を形成し、燃料要素を縦方
向に 8体積み重ねて燃料チャンネルとする構造である。燃料要素全体はグラファイトのスリー
ブにより包まれる。 

 
➢ 燃料交換 

Fig. 4.1 に示す AGR 炉心の概要図において、中央が炉心部分であり、その周囲にボイラが
配置される。両者の間にガスバッフルが配置され、ガスバッフルの上半球部は Fig. 4.151)にみ

られるように多数のスタンドパイプが貫通する。スタンドパイプは原子炉圧力容器も貫通し、

燃料交換に用いられる。炉心の 1燃料チャンネルに対しスタンドパイプが 1本あり、燃料交換
はスタンドパイプのプラグを外して燃料集合体の頭部をつかんで引き上げることで行われる。

燃料交換は原子炉運転中に行うことが可能であり、作業員が燃料交換機内にて手動で燃料交換

機を操作し、燃料の引き抜きを行う。燃料交換中の作業員の被ばくは十分に低く抑えられる。

燃料交換中の原子炉出力の低下は約 16kWであり、１チャンネル当たりの燃料交換時間は約 10
時間である。 

 
➢ １次冷却材 
１次冷却材である二酸化炭素はボイラを出た後にガス循環機（ガス循環機は原子炉圧力容器

下部貫通孔に位置する。Fig. 4.1 に示す AGR 炉心の概要図を参照のこと。）で昇圧され、約
50％がそのまま炉心下部に流入するが、残り 50％は炉心とガスバッフルの間を上昇し、一度炉
心上部とガスバッフルの間の空間に出る。その後 Fig. 4.1 に示す炉心に配置された減速材の隙
間を通って下降し、炉心下部へ流入した冷却材と合流する。合流後は燃料に沿って上昇し、炉

心及びガスバッフルの上部に出た後にボイラに流入する。この流路は再流入方式と呼ばれ、減

速材の温度を低く保つ目的で設計される。 
 

➢ 原子炉圧力容器 
原子炉圧力容器はコンクリート製である。あらかじめ原子炉圧力容器内部に多くのケーブル

を埋設し、原子炉圧力容器に内圧を加える前にケーブルを締め付け（プレストレスト）、内圧が

加わることで応力のバランスを取る構造である。ケーブルは数千本ありそれぞれ独立すること

から、ケーブルの単体破損は原子炉圧力容器の健全性に影響を与えることはない。なお、原子

炉圧力容器は遮へい体としての役割も兼ねる。 
 

➢ 安全性 
AGRは本質的に高い安全性を内蔵した原子炉である。その理由として、まず AGRはコンク

リート製の原子炉圧力容器を用い瞬時破断のおそれがない。原子炉圧力容器の貫通孔の破断等

により原子炉圧力容器内が大気圧になった場合においても、非常用ディーゼルを用いて送風機

を起動すれば燃料の崩壊熱除去が可能である。また、ステンレス製被覆材や二酸化ウラン燃料
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は高温下において二酸化炭素と化学的に十分安定である。さらに、グラファイト減速材の熱容

量が大きく、原子炉運転中は温度を低く保つよう減速材を冷却することから、冷却ガス流がな

くなるような事故時においても炉心全体の温度上昇は極めて緩やかである。これらのことから

AGRは高い安全性を有し、都市周辺に立地することを容易にする。 
 

4.2.2 Hartlepool発電所概要 
Hartlepool 発電所 36)は Hartlepool 南部に位置し、都市部近郊に建設された初めての原子力

発電所である。原子炉は AGRが 2基、1つの建屋に格納される。熱出力は 1基あたり、1,575MWt
であり、660MWe の発電機を 2 機使用して最大 1,320MWe の発電が可能である。Hartlepool
発電所は 1969 年に建設が開始され、1985 年に商用発電が開始された。当初は中央発電局
（Central Electricity Generating Board）が運用してきたが、1990年代の電力事業の民営化
に伴ってNuclear Electric社の運用となった。その後、1996年にNuclear Electric社は Scottish 
Nuclear 社と統合され、British energy 社となり、2009 年にフランス系エネルギー会社英国
EDF-energy 社によって買収され、現在に至る。Hartlepool 発電所は当初 2009 年に運転を終
了する予定であったが、複数回の運転期間の延長を経て現在（2025年時点）も運用され、2027
年まで運転が継続される予定である。 

 
➢ Hartlepool発電所の視察 

2025 年 1 月 23 日に Hartlepool を訪問し、ビジターセンタ、高温ガス炉実証炉の立地サイ
ト候補地、訓練センター及び Hartlepool発電所内を視察した。まず、ビジターセンタを訪問し、
発電所の概要や高温ガス炉を活用した Hartlepool Heat Hubに関する説明を受け、発電所に隣
接する高温ガス炉実証炉の立地サイト候補地を視察した。候補地は英国 EDF-energy社が所有
し、候補地の土地利用は英国政府から原子力発電所を建設するための土地としての許可を有す

る。候補地の面積は 47ha に及び、地形は平坦な湿地であり、敷地北部には自然保護区との境
界がある。次に訓練センターを訪問し、制御室を再現したシミュレーター室を見学し、実際の

訓練の様子を視察した。運転員になるためには 18 か月の訓練プログラムを受ける必要がある
という。最後に Hartlepool 発電所内のオペレーションフロア、蒸気発生器、タービン発電機、
燃料/制御棒交換機、使用済燃料貯蔵設備（輸送容器及び輸送用鉄道含む。）を視察した。原子
炉の炉型は AGR であり、当時は 2基ある内の 1 基の原子炉が稼働中であり、発電量はおよそ
550MWeであった。視察中、廃炉予定の 2027年以降の計画や原子力規制、サプライチェーン
に関して意見交換を行い、情報を取得した。 
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5.  おわりに 
 

高温ガス炉の早期社会実装のため、JAEAは UKNNLと連携し、英国において我が国の高
温ガス炉技術の実証を目指す。我が国の技術により脱炭素化が困難なコンビナート等の産業

界の脱炭素化に成功できれば、我が国のパブリックアクセプタンスの向上が期待でき、我が

国に英国高温ガス炉の脱炭素化技術の還元を図りたい。このような背景を踏まえ、UKJ-HTR
の設計検討に資することを目的として、英国における高温ガス炉生産物の市場調査、建設サ

イト候補のひとつである Hartlepool の環境、社会条件及び産業基盤の調査結果をまとめた。
調査結果の概略は以下のとおり。 

 
➢ 英国における高温ガス炉生産物の市場調査 
英国政府のエネルギー政策はネット・ゼロ目標に基づき、高温ガス炉技術の実証を目指し、

高温ガス炉により供給可能な高温熱を使用した低炭素水素製造や電力供給等を目指す AMR 
RD&Dプログラム等が実施されてきた。また、Hartlepool に近接した Teesside にて原子力
発電所を活用する計画があり、AMR RD&Dプログラムのフェーズ Aにおいて EDF-energy
社による高温ガス炉実証炉を Hartlepool に誘致する提案が DESNZ から支援対象として選
定された。 

 
➢ Hartlepoolの環境及び英国の社会条件調査 

Hartlepool の南に位置する Tees 川の河口周辺は製鉄及び石油化学を中心とした工業団地
であり、発電、熱供給及び水素供給の手段として期待される。Hartlepool周辺は港湾、工業
団地及び自然保護区に囲まれ、高温ガス炉実証炉の候補地から居住エリアまでは 2km 程度

の距離がある。 
英国では、Nuclear Installations Act 1965 に基づき原子力サイト許可が交付される。ま

た、英国原子力規制局及び環境規制機関から新規原子力サイトに対する一般設計評価の要求

が予想される。英国の緊急時区域範囲は REPPIR19 に基づき設定され、Hartlepool 発電所
の DEPZ 範囲は各原子炉から約 2km 離れた範囲内、OPZ 範囲は Hartlepool 発電所を中心
に 30km離れた円形範囲内である。 

 
➢ 英国の産業基盤調査 
英国において高温ガス炉実証炉を建設・運転する場合、Rolls-Royce社が主導する UK SMR

コンソーシアム（当時）の参加企業と AMMプロジェクトのフェーズ 2に選定された企業が
実施主体やエンジニアリング会社、機器供給会社の候補となる。 

Hartlepool発電所の原子炉は AGRである。AGRはグラファイト減速、二酸化炭素冷却の
原子炉であり、非常に高い安全性を有する特徴がある。EDF-energy社が運用し、2027年ま
で運転が継続される予定である。 
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Table 2.1 Teessideにおけるエンドユーザー候補の調査結果 
エンドユーザー 

候補 
業種 施設 需要 

関連プロジェ

クト・備考 
SABIC UK 

Petrochemicals25) 
石油化学 

化学プラント（エ

チレン、LDPE） 
熱・電気  

Kellas26) 天然ガス 
水素製造設備（天

然ガス改質） 
熱・電気 

H2 
northeast33) 

CF Fertilizers27) 肥料 
化学プラント（ア

ンモニア） 
熱・電気・

水素 
 

HUNTSMAN 
Polyurethanes28) 

化学品 
化学プラント（ア

ニリン） 
熱・電気  

Alpek29) 石油化学 
化学プラント（ポ

リエステル） 
熱・電気  

British Steel30) 鉄鋼 
保管設備、 

加工設備（圧延） 
熱・電気 高炉なし 

Heidelberg 
materials

（Hanson）31) 
セメント コンクリート設備 熱・電気 

Bay hydrogen 
Hub34) 

North East of 
England Process 

Industry 
Cluster32) 

協会 － －  
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Table 3.1 許認可プロセスに関する主な許可条件 43) 
許可条件 許可条件名 
LC16 サイト計画、設計及び仕様 
LC19 新規プラントの建設又は設置 
LC20 建設中プラントの設計変更 
LC21 試運転 
LC22 既存プラントの改造又は実験 
LC23 運転規則 
LC24 運転要領書 
LC25 運転記録 
LC26 運転管理及び監視 
LC35 廃止措置 
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⚫
 
プ
ラ
ン
ト
機
器
の
設
計
変
更
の
管
理
、
監
視
及
び
保
証
の
維

持
 

⚫
 
試
運
転
前
安
全
報
告
書
の
準
備

 
⚫

 
非
稼
働
中
及
び
稼
働
中
の
試
運
転
を
支
援
す
る
た
め
、
試
運

転
前
安
全
報
告
書
を
提
出

 
⚫

 
建
設
中
に
顕
在
化
し
た
リ
ス
ク
管
理
を
反
映
し
た
保
証
計
画

の
開
発

 

⚫
 

N
SL
（
原
子
力
サ
イ
ト
許
可
）
の
交
付
及
び
建
設
開
始
に
続

き
、
プ
ラ
ン
ト
機
器
の
設
計
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
管

理
、
建
設
の
管
理
、
組
織
開
発
及
び
安
全
ケ
ー
ス
の
提
出
に

対
す
る
被
規
制
者
の
管
理
に
信
頼
を
得
る
た
め
の
検
査
の
実

施
 

⚫
 
原
子
力
安
全
に
関
連
す
る
建
設
開
始
許
可
前
に
、

FD
P（
廃

止
措
置
資
金
計
画
）
の
実
施
を
確
認

 
⚫

 
プ
ラ
ン
ト
、
被
規
制
組
織
、
安
全
ケ
ー
ス
の
開
発
及
び
実

施
、

N
SL
に
課
さ
れ
た

LC
の
遵
守
、
保
証
管
理
の
継
続
的

な
検
査
及
び
規
制
監
視
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Ta
bl

e 
3.

2 
新
規
原
子
力
サ
イ
ト
の
規
制
－
段
階
的
な
許
認
可
プ
ロ
セ
ス

44
) (3

/3
) 

ス ス
テテ
ッッ
ププ

  
被被
規規
制制
者者
（（
申申
請請
者者
））
のの
責責
務務

  
規規
制制
者者
（（

OO
NN

RR
））
のの
責責
務務

  
6B

. 
許
可
の
下
で
の
規

制
－
試
運
転

 
⚫

 
全
て
の
安
全
上
の
重
要
事
項
の
管
理
及
び
監
視
の
維
持

 
⚫

 
安
全
保
障
を
管
理
す
る
適
切
な
組
織
能
力
の
持
続

 
⚫

 
LC
遵
守
及
び
保
証
管
理
の
実
施
、
持
続
的
な
適
切
性
の
確

証
 

⚫
 
試
運
転
活
動
の
管
理
及
び
監
視
の
維
持

 
⚫

 
PO

SR
（
運
転
前
安
全
報
告
書
）
の
準
備

 
⚫

 
試
験
及
び
保
証
計
画
の
対
象
と
な
る
べ
き
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に

影
響
を
与
え
得
る
施
設
、
シ
ス
テ
ム
又
は
プ
ロ
セ
ス
を
運
転

開
始
又
は
運
転
復
帰
す
る
前
に
、
重
要
保
証
事
項
の
監
視
の

維
持

 

⚫
 
必
要
に
応
じ
、
被
規
制
者
の
管
理
の
下
、
主
要
権
限
又
は
派

生
権
限
を
使
用
し
た
試
運
転
の
開
始
又
は
そ
の
後
の
あ
る
段

階
へ
の
進
展
を
許
可
す
る
許
可
文
書
の
発
行

 
⚫

 
プ
ラ
ン
ト
、
被
規
制
組
織
、
安
全
ケ
ー
ス
の
開
発
及
び
実

施
、

N
SL
に
課
さ
れ
た

LC
の
遵
守
、
保
証
管
理
の
継
続
的

な
検
査
及
び
規
制
監
視

 
⚫

 
緊
急
時
実
証
訓
練
の
評
価

 

6C
. 
許
可
の
下
で
の
規

制
－
運
転

 
⚫

 
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
運
転
及
び
保
守

 
⚫

 
全
て
の
安
全
上
の
重
要
事
項
の
管
理
及
び
監
視
の
維
持

 
⚫

 
サ
イ
ト
の
安
全
を
管
理
す
る
適
切
な
組
織
能
力
の
持
続

 
⚫

 
LC
遵
守
の
管
理
の
実
施
及
び
継
続
的
な
妥
当
性
の
確
証

 
⚫

 
承
認
さ
れ
た
保
証
計
画
及
び

N
IS

R
（
原
子
力
安
全
保
安
規

則
）

20
03
に
対
す
る
遵
守

 

⚫
 
必
要
に
応
じ
、
被
規
制
者
の
管
理
の
下
、
主
要
権
限
又
は
派

生
権
限
を
使
用
し
た
運
転
開
始
許
可
の
た
め
の
許
可
文
書
の

発
行

 
⚫

 
プ
ラ
ン
ト
、
被
規
制
組
織
、
安
全
ケ
ー
ス
の
開
発
及
び
実

施
、

N
SL
に
課
さ
れ
た

LC
の
遵
守
、
保
証
管
理
の
継
続
的

な
検
査
及
び
規
制
監
視
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Table 3.3 サイト特性と OPZ範囲の関係 45) 
カテゴリー サイト特性 OPZ 
1 高レベル廃棄物*の処理又は 100tを超えるプルトニウムの

貯蔵に関連するサイト 
50km 

2 運転中の原子力発電所及び照射済燃料を保有する廃止措

置中の原子力サイト（原子力発電所以外） 
30km 

3 濃縮ウランを大量に保有するサイト及び照射済燃料を大

量に保有する廃止措置中の原子力サイト 
5km 

4 照射済燃料を大量に保有しない廃止措置済みのサイト 1km 
5 放射性医薬品の製造に関連するサイト －（なし） 

*高レベル廃棄物とは、放射性崩壊に伴う放出熱がその温度及びその周囲温度を著しく上昇さ

せる放射能を帯びた廃棄物を指し、使用済核燃料の再処理から生じる放射能の大部分を含む液

体残留物及びこの液体残留物が固形化したもの、又は、同様の放射性特性を有する他の廃棄物

を含む。 
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Ta
bl

e 
4.

1 
各
企
業
の
役
割
（
概
要
）

 

項
目

 
企
業
名

 
エ
ン
ジ

 

全
般

 

製
作
・

 

製
造

 

設
計
・

 

開
発

 
建
設

 
（
試
）

 

運
転

 

プ
ロ

 

マ
ネ

 

環
境

 

評
価

 

規
制

 

対
応

 

備
考

 

（
分
野
）

 

①
 

U
K

 S
M

R
 

コ
ン
ソ
ー

 

シ
ア
ム
の

 

参
加
企
業

 

Ro
lls

-R
oy

ce
社

 
●

 
●

 
●

 
 

 
 

 
 

航
空
・
船
舶
等

 

As
sy

st
em

 
●

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

原
子
力
全
般

 

SN
C 

La
va

lin
/A

tk
in

s（
A

tk
in

sR
éa

lis
）

 
●

 
 

●
 

 
 

●
 

 
●

 
コ
ン
サ
ル
全
般

 

BA
M

 N
ut

ta
ll 

 
 

 
●

 
 

 
 

 
土
木
建
築

 

La
in

g 
O

’R
ou

rk
e 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
 

土
木
建
築

 

W
oo

d（
Ja

co
bs
（
現
在
は

Am
en

tu
m
社
）
）

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
コ
ン
サ
ル
全
般

 

Th
e 

W
el

di
ng

 In
st

itu
te
（

TW
I）

 
 

●
 

●
 

 
 

 
 

 
溶
接
開
発

 

N
uc

le
ar

 A
M

RC
 

 
●

 
●

 
 

 
 

 
 

製
造
製
作
開
発

 

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 
N

at
io

na
l 

N
uc

le
ar

 

La
bo

ra
to

ry
（

U
K

N
N

L）
 

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

原
子
力
開
発

 

②
 

AM
M

 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

 

フ
ェ
ー
ズ

2

の
 

選
定
企
業

 

Sh
ef

fie
ld

 F
or

ge
m

as
te

rs
 

 
●

 
●

 
 

 
 

 
 

鋳
造
鍛
造

 

Ca
m

m
el

l L
ai

rd
 

●
 

●
 

 
 

 
 

 
 

海
洋
造
船

 

Ca
ve

nd
is

h 
N

uc
le

ar
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

原
子
力
全
般

 

英
国

ED
F-

en
er

gy
社

 
●

 
 

 
 

●
 

 
 

 
電
力

 

N
uc

le
ar

 E
ne

rg
y 

Co
m

po
ne

nt
s 

Lt
d 

●
 

●
 

 
 

 
 

 
 

精
密
機
械
加
工

 

U
 B

at
te

ry
 L

im
ite

d
注

 
 

 
●

 
●

 
●

 
 

 
 

多
目
的
原
子
炉

 

Cr
ea

te
 T

ec
hn

ol
og

ie
s 

 
 

●
 

 
 

 
 

 
技
術
開
発

 

La
se

r A
dd

it
iv

e 
So

lu
tio

ns
 

 
●

 
 

 
 

 
 

 
レ
ー
ザ
ー
加
工

 

Ja
co

bs
（

Am
en

tu
m
）

 
●

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

原
子
力
全
般

 

（
Ro

lls
-R

oy
ce
社
）

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

●
：
各
企
業
が
主
に
所
掌
す
る
役
割

 
注
：

U
-B

at
te

ry
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
活
動
停
止
中
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Table 4.2 Hartlepool発電所の諸元 50) 
発電所性能 
総電気出力 
正味電気出力 
正味熱効率 

 
2×666MWe 
2×625MWe 
41.65% 

燃料 
燃料材料 
燃料ピン 
燃料要素 
材料 
寸法 
燃料ピンの数 

燃料チャンネル当たりの燃料要素数 
濃縮度（内側領域、外側領域） 

 
中空二酸化ウランペレット 
ステンレス鋼 
 
グラファイトスリーブ 
長さ：1,041mm 直径：191mm 
36 
8 
初装荷 1.4％、1.6％ 取替 2.1％、2.6％ 

炉心 
減速材及び炉心構成材料 
有効炉心寸法 
燃料チャンネルの数 
燃料チャンネルの直径 
制御棒の数 
制御棒の直径 

 
グラファイト 
高さ：8.2m 直径：9.3m 
324 
269.9mm 
81 
114mm 

原子炉 
熱出力 
燃料チャンネル流入冷却材温度 
燃料チャンネル流出冷却材温度 
原子炉冷却材 

 
1,500MWt 
317℃ 
648℃ 
二酸化炭素 

原子炉圧力容器 
材料、構造 
直径 
高さ 
圧力(gauge) 

 
プレストレストコンクリート 
内径：13.1m 外径：25.9m 
内側：18.3m 外側：29.3m 
4.44MPa(644psi) 

ガス循環機 
台数 
消費動力 

 
8/炉 
34.4MWe/炉 
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Fig. 3.1 Hartlepool発電所の位置【出典：Google Map】 
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Fig. 3.2 Hartlepool発電所【出典：Google Map】 

 

 
Fig. 3.3 Hartlepool発電所と候補地【出典：Google Map】 
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Fig. 3.4 Hartlepool気象条件【出典：Weather and Climate】37) 
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Fig. 3.5 標高図【出典：Topographic-map】38) 
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Fig. 3.6 Teesmouth国立自然保護区【出展：NATURAL ENGLAND】39) 
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Fig. 3.7 英国高速道路図【出典：UK Map360】40) 

  

- 40 -

JAEA-Technology 2026-001



 

 
Fig. 3.8 英国鉄道路線図【出典：PROJECT MAPPING】41) 
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Fig. 3.9 発生頻度と影響に基づく緊急時計画の要求範囲 45) 

 

 

Fig. 3.10 Hartlepool発電所の DEPZ範囲 47) 
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Fig. 3.11 Hartlepool発電所の OPZ範囲 47) 
 

 
Fig. 4.1 AGR炉心の概要図（参考文献 51) を基に作成） 
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